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タイラギ増殖への取り組み
タイラギは、これまで人工種苗生産が非常に難しい二枚貝とされてきまし

た。その要因は、浮遊幼生が水面に張り付いてしまったり、幼生同士がくっ

ついてしまい遊泳できなくなることでへい死するためです。しかし近年、水

産研究・教育機構水産技術研究所等で新たな技術が開発されたことから、本

県でも技術導入に向けた取り組みを行いました。

令和3年6月15日、当センターにおいて母貝として育成中であったタイラ

ギ（図1）28個体から700万粒の受精卵を得ることができ、410万個体の浮

遊幼生が発生しました。この浮遊幼生を100万個体ずつタイラギ専用に開発

された連結式浮遊幼生飼育水槽（図2）２セットに収容し、飼育を行ったとこ

ろ、8月2日までに殻長4㎜のタイラギ稚貝（図3）6,337個体が生産でき、

本県初事例となりました。

これまでの二枚貝種苗生産設備に比べると複雑な飼育設備であり、技術導

入にあたっては装置の準備や設置、運用について生産現場での工夫が必要な

技術ですが、確かな手ごたえを感じています。今後も、安定した種苗生産が

できるよう工夫を続けていきます。

図2 連結式浮遊幼生飼育水槽（シャワー装置、
撹拌モーター、循環ポンプが必要）

図1 タイラギ（殻長20㎝）

図3 タイラギ稚貝（48日齢）



「ほろ酔いさば」が販売されました

水産研究センターでは、令和元年度から

酒粕を餌に混ぜて養殖魚に給餌することに

よる身質の変化等について試験を実施して

います。

その結果を基に産学公で構成する協議会

はブランド基準を設定、事業化し、令和３

年11月17日に「やまぐちほろ酔い酒粕養

殖魚」のブランド発表会を開催しました。

発表会後の１１月２０日から長門市と阿

武町の道の駅で「ほろ酔いさば」が販売さ

れ、多くの方にご賞味いただきました。

今後は、現在県で試験を実施しているウ

マヅラハギやアユに加え、養殖業者が独自

に取り組んでいるトラフグ等がお目見えす

る予定です。

赤潮監視システムについて

水産研究センターでは、令和２年度から赤潮監視システムの構築に取り組

んでいます。赤潮の発生を早期に確認するため、クロロフィルとＤＯのセン

サーを日本海側の養殖場に設置し、１０分間隔でデータを収集しＰＣ等で確

認できるシステムとなっています。幸いなことにシステム構築後に赤潮の発

生がなく、システムの有効性の検証には至っておりませんが、漁場環境が詳

細に把握できることから、養殖管理に役立っているとの評価を得ております。

引き続き、当該システムの有効性を検証するための試験を実施していく予

定です。

赤潮監視ブイ 携帯電話に表示された観測データ



錦川(今津川)においてアオノリの不作調査を行

う中で、食害状況を把握するため、野外水中カメ

ラ撮影を試みました。その結果、全長約40cmの

クロダイがアオノリを咥えて振り回し、千切り摂

餌する様子が確認されました。また、一定以上短

縮化したアオノリは咥えても千切れず、摂餌を諦

める様子が確認されました。

クロダイは水温10℃以下では藻類の摂餌が低調になることが他県調査

で明らかとなっています。今津川では12月下旬～2月末を除き、概ね水

温は10℃以上あり、食害は長期間生じているものと考えられます。

放流ハモ、翌年以降も同じ海域で確認！

ハモの移動生態を調べるため、平成30年から令和2年までの間、毎年10月に500

尾ずつ、計1,500尾のハモに標識（赤色円形タグ・結束バンドタグ）を装着して周防

灘に放流しました。

令和3年11月までに合計85尾の再捕報告がありました。再捕海域は放流場所近く

がほとんどで、放流から再捕までの経過日数は5～1,014日、再捕時期は放流翌年以

降のハモの漁期（6～11月）が主体でした。放流から翌年以降も再捕が続いたこと

から、ハモが数年以上にわたり当海域を利用することが示唆されました。

図 放流位置（★）と再捕位置（色が濃い区域ほど再捕個体数が多いことを示す）
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漁獲データの収集体制について
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改正漁業法の施行により、資源管理体制が新しくなります。

新しい資源管理は、科学的な調査や漁業者の皆様から提供いただく水揚

げ情報などを基に資源評価を行い、その結果を踏まえ、資源管理の目標を

定め、効果的な資源管理措置を実施することで、資源の維持・増大による

安定した漁業の実現を目指すものです。

これまで５０種だった資源評価対象魚種は、令和５年度までに２００種

程度まで拡大されることになっており、山口県においてもクエ、ハモなど

が新たに対象となり、各種調査を行っているところです。

資源評価を行う上で、漁獲量は最も基礎的なデータであるため、効率的

かつ正確に県内の漁獲データを収集することが必要になります。

山口県では、これまで構築した漁獲管理システムV2（TACシステム）

を基本とした漁獲データの収集体制を維持しつつ、TACシステム未整備の

市場等においても水産庁の補助事業を活用して、収集体制を構築中です。

漁業者の皆様や市場関係者のご協力なくしては、漁獲データの収集体制

は確立できません。今後とも、ご理解、ご協力の程よろしくお願いします。

漁獲データの登録作業の様子 TACシステムの漁獲量集計画面


